
お願い事項 

  

１． 令和４年度の需要数報告では必要とされる教科書以外の教員用は入力しないように 

お願いいたします。 

（特に中学校は令和３年度に報告した教員用が残っていないように） 

 

２． 執行管理システムにて基本情報の年度更新をされる場合、「入力データを全て削除し

ますか？」の確認で必ず「はい」を選んでください。 

   次年度の受領数報告に過去分のデータが残ってしまい、困惑していた学校さまが多

かったです。 

    

３． 転入生に対して、授業で使用していない上巻本は無償給与できません。 

   生活や図工（複数学年で使用する）以外の上巻本（国語２上・算数３上など）が 

   １月頃になっても納入指示してしまう学校がありました。 

   中学校３年生における歴史の給与も同様です。（遅くとも前期転学までの報告） 

    

４． 令和３年度より、中学校における転入生（前期転学・後期転学の報告）にて旧版給

与が発生いたします。（小学校は６年生地図のみ）学校側によるプルダウン操作によ

り旧版の行の挿入・採択の選択が行われます。ご注意をお願いいたします。 

    

５． 教科書取次店への受領報告は県教育委員会への報告と同時期に行ってください。 

   取次店からの報告と県教育委員会の集計と照合いたしまして文部科学省への報告と 

   なります。明細表は様式をお間違えないようお願いします。（右下⑪⑫⑬の用紙） 

   拡大教科書につきましても県教育委員会へ提出の【報告書明細表】がこちらに届く 

ケースが見受けられます。 
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